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第９  メタノール等を取り扱う給油取扱所の基準（規則第２８条の２、第２８条の２の

２又は第２８条の２の３）  

メタノール等を取り扱う給油取扱所の基準は、規則第２８条の２、第２８条の２

の２又は第２８条の２の３の規定によるほか、平成６年３月２５日消防危第２８号

「メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る規定の運用について」によること。  

 


